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款 11 災害復旧費 項 １ 農地・農業用施設災害復旧費 目 １ 農地・農業用施設災害復旧費 

事 務 事 業 名 農地農業用施設災害復旧事業 

決 算 額（円） 
財 源 内 訳  （円） 

国庫支出金 道支出金 市債 その他 一般財源 

Ｒ４ 0      

Ｒ３ 0      

増減 0      

事 業 目 的  

農地、農業施設の災害復旧時への対応を目的とする。 

事業内容及び成果  

 道内の市町村担当者を対象とした災害復旧制度の説明会に出席予定であったが、新型コロナウイルス感染

症の蔓延防止対策のため、会議が中止となった。 

 

＜事務事業評価結果＞ 

根拠・関係法令  自治事務 

1. 必要性 
（市が実施しなければ

ならない理由など） 

■ 高  い 
□ 低  い 

農地及び農業施設の災害復旧を迅速に実施するため、必要である。 

2. 成果 
（市民福祉の向上は図

られているかなど） 

□ 向上した 
□ 維持した 
□ 低下した 

※自然災害等による農地及び農業施設の災害復旧を迅速に実施す
るものであるが、災害復旧を行う被害がなかった。 

3. 要望 
（市民・団体等からの

要望など） 

□ 有 
■ 無 

― 

4.行財政改革 
（改善・改革等） 
の取組 

事務事業の
休止・廃止
など 

□有 
■無 

― 

コスト縮減

など 

□有 
■無 

― 

他の事業と
の統合や民
間委託など 

□有 
■無 

― 

＜今後の方向性＞ 総合判定 

災害復旧制度等の研修に参加し、迅速な災害対応に努めていく。 継 続 

 


